
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 通級による指導 利用開始から終了までの流れ 

利 
 

用 
 

開 
 

始 
 

に 
 

向 
 

け 
 

て 

 

お子さんのこれまでの様子や

気になっていることなどにつ

いて児童・家庭支援センター

にご相談ください。（※） 

学級担任等が通級担当教員や心理等の専

門家からのアドバイスを受けて、通常の

学級内で指導・支援を実施します。 

 

 

学級担任等から保護者又は保護者から学

級担任等へ相談します。 

教育委員会が学校長や学識経験者等の専

門家の意見を聴き、通級による指導の必

要性を検討します。 

利用の適否を教育委員会から申請書の提

出のあった学校に通知します。 

※他の支援方法が望ましいと判断した場

合等は、教育委員会の担当が保護者にご

連絡します。 

利 

用 

終 

了 

に 

向 

け 

て 

 

通級による指導の開始 

担当教員等による児童等の状態に適した指

導を行います。 

0 

通級による指導の終了 

通常の学級で児童等の状況に応じた支援等

を実施します。 

※ 児童・家庭支援センター（発達支援係 ℡5296-9281）で相談をした結果、心理検査を実施した場合は、検査結果を

学級担任等にご提出ください。（申込日から検査の結果をお伝えする日までに約３か月程度を要する場合があります。） 

過去２年の間に心理検査を受けている場合、検査は実施せず、過去の検査結果を学級担任等にご提出ください。 

 

６

 

３

 

２

 

１

 

 

学級担任・通級担当教員等から保

護者又は保護者から学級担任・通

級指導担当教員等へ相談します。 

在籍校で指導内容や学級での支援

方法等の検討を行います。検討結

果に応じて在籍校から届出書を教

育委員会に提出します。 

８

 

７

 

≪心理検査の実施が必要な場合≫ 

 

 

指導・支援の状況に応じて、在籍校から

利用申請書を教育委員会に提出します。 

 

４

 

５

 


